
 

現場代理人用



1. 根拠掲載資料

①工事請負契約書、契約事務に関する規則、元請及び下請適正化に関する取扱い要綱、建設工事実行規則、積算要綱

②北海道建設部土木（下水道）工事共通仕様書（及び、北海道建設部建設政策局建設管理課「提出書類のガイドライン」）

②一般社団法人公共建築協会　公共建築（電気、機械）工事標準仕様書

②日本水道協会　水道工事標準仕様書

③士別市発注工事に係る元請及び下請適正化に関する取扱い要綱

④建設業法

2.契約後提出書類……

記載事項

■①第3条 宛先：士別市長

提出年月日：契約日から14日以内(北
海道)
受注者：住所、事業所名、代表者名

■②土木Ⅰ-8(1-1-1-4)、建築1.2.1、水道1.1.4 ※押印必要

工事名、工期

工事種別毎の工程

市決裁用空欄を設ける

3.着手前提出書類……

記載事項

■工事請負契約書第10条 宛先：士別市長

通知年月日：提出日

受注者：住所、事業所名、代表者名

※押印必要

■建設環境部様式を定め、提出を義務付けている。 工事名、工期

現場代理人氏名、主任技術者氏名、　
監理技術者氏名

通知年月日：提出日

本籍地、現住所、氏名

生年月日、最終学歴

資格等取得月日

職歴、具体的な工事経歴等

■②土木Ⅰ-8(1-1-1-6)、建築1.2.2　水道1.4.1 ※3
必要記載事項

■③第9条(1) 提出日：契約後30日以内

様式による

※1 様式は、市ホームページの事業者向け情報→工事及び業務統一様式様式からダウンロードできます。

※2 各号

(1)現場代理人

(2)監理技術者（建設業法第26条第2項に該当する、下請負額4,000万円以上(建築工事業6,000万円以上)の工事）→監理技術者

(2)管理技術者（建設業法第26条第3項に該当する、工事一件の請負代金の額3,500万円以上(建築工事業7,000万円以上)の工事で

(2)管理技術者　国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事→専任の主任技術者又は監理技術者
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士別市発注工事提出書類

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

士別市建設
※１

受注者は、この契約の契約後すみやかに設計図書に基づ
く工事工程表を作成し、発注者に提出するものとする。

A4又はA3版
受注者は、契約書第3条に従って「工程表」を、工事内
容に応じて作成し、工事監督員を経由して発注者に提出
しなければならない。

現場代理人等
指定通知書

士別市建設
※１ 受注者は、次の

※2
各号に掲げる者を定めて工事現場に設

置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他
必要な事項を発注者に通知しなければならない。

A4版　縦

経歴書

士別市建設
※１

■現場代理人等指定通知書により指定された者が適正で
あることを確認するため、市は提出を義務付けている。

A4版　縦

施工計画書
任意 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必

要な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に
提出しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

130万円未満は省略できる。
※4A4版　縦

建設業退職金共
済掛金収納書届

様式第2号
※1 発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、建設

業退職金共済掛金収納届を提出すること。

A4版　縦

工事工程届出書



※3 施工計画書

(1) 工事概要

(2) 計画工程表

(3) 現場組織表（施工体系図含む）

(4) 指定機械

(5) 主要資材

(6) 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用用地等を含む）

(7) 施工管理計画（工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来高、写真管路等を含む）

(8) 緊急時の体制及び対応

(9) 安全管理（安全訓練等の実施計画含む）

(10) 交通管理（資材等の過積載防止策を含む）

(11) 環境対策

(12) 現場作業環境の整備

(13) 建設副産物の適正処理計画

(14) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（受注者が１年間保管と記載する）

(15) 社内検査

(16) その他（マニフェストは受注者が5年間管理・保存すると記載）

※4 130万円未満の工事については、小規模工事用提出書類一覧による。

■工期及び着工、着手の考え方

1.　工事請負契約書の記載では。

工事請負契約書第1条(総則)
2項 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は

その請負代金を支払うものとする。

※②には、工期とは、工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間。

2.　工事請負契約書第3条（工事工程表）

1項 根拠に記載

2項 受注者は、この契約の変更等により工事工程に変更があり、かつ、発注者から請求があったときは、すみやかに

変更後の工事工程表を作成し、発注者に提出するものとする。

※変更等とは？　第18条（条件変更等）、第19条（設計図書の変更）、第20条（工事の中止）、第21条（受注者の請求に

よる工期の延長）、第22条（発注者の請求による工期の短縮等）

3項 発注者は、前2項の規定により提出された工事工程表につき、すみやかにこれを審査し、不適当と認めたときは、

受注者と協議するものとする。

4項 工事工程表は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。

3.　着工、着手

　②では、工事着手日としており、工事開始日（始期日）以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置又は

測量を開始することをいう。）、又は工場製作を含む工事における工場製作工の、いずれかに着手することをいう。

4.　工事の着手

　②では、受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日

以内に工事に着手しなければならない。

※工事着手期限（工期始期日から30日以内）は、下記要件のいずれかに該当する場合には適用しない。

1 　ゼロ市債等の早期発注工事等の場合

2 　工期が30日以内の場合

3 　検満量水器更新工事

4 　同一工区内で複数の工事等が行われる場合で、工程調整のために準備期間を必要とする場合

5 　自然災害又は人為的要因により着手が困難となった場合

6 　その他、着手時期の設定に合理的理由があると監督員が認めた場合
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4.各工種施工前及び施工途中提出書類……

記載事項

■①第18条各号 宛先：監督員

提出年月日：提出日

受注者：住所、事業所名、代表者
名、現場代理人氏名

■②土木Ⅰ-7(1-1-1-3)、建築1.1.8、水道1.1.4 ※押印必要

工事名、工期

確認が必要な事象等

■②土木Ⅰ-38(1-1-1-42)、建築1.2.3、水道1.4.2 宛先：監督員

提出年月日：提出日

受注者：住所、事業所名、代表者
名、現場代理人氏名

※押印必要

工事名、工期

確認が必要な事象等

■②土木Ⅰ-17(1-1-1-23)、建築1.5.7、水道1.1.23 宛先：監督員

提出年月日：提出日

受注者：住所、事業所名、代表者
名、現場代理人氏名

※押印必要

工事名、工期

確認が必要な事象等

■②土木Ⅰ-17(1-1-1-23)、建築1.5.5、水道1.1.23 宛先：監督員

提出年月日：提出日

受注者：住所、事業所名、代表者
名、現場代理人氏名

※押印必要

工事名、工期

確認が必要な事象等

■①第11条 履行報告
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士別市発注工事提出書類

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

任意

受注者は、工事の施工に当り、
※4

次の各号の一に該当す
る事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知
し、その確認を請求しなければならない。

A4版　縦

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担に
より設計図書の照査を行い、該当する事項がある場合
は、工事監督員にその事実が確認できる資料を書面によ
り提出し、確認を求めなければならない。

工事測量

任意
受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標
（仮BM）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心
線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果
が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は工
事監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標
（仮BM）及び多角点を設置するための基準となる点の
選定は、工事監督員の指示を受けなければならない。ま
た、受注者は、測量結果を工事監督員に提出しなければ
ならない。

A4版　縦

工事監督員　　　
検査及び立会願

北海道土木
※１

受注者は、契約図書において工事監督員の立会の上施工
するものと指定された事項については、立会願を工事監
督員に提出しなければならない。

A4版　縦

段階確認願

北海道土木
※１

受注者は、
※5

段階確認願により、工事監督員に提出しな
ければならない。

A4版　縦

履行報告

任意
受注者は、設計図書に

※6
定めるところにより、この契約

の履行について、発注者に報告しなければならない。

A4 縦

設計図書照査等　
確認請求



※4 次の各号

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと

(2) 設計図書に誤謬(ごびゅう)又は脱漏があること

(3) 設計図書の表示が明確でないこと

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の

工事現場が一致しないこと

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと

※5 段階確認願

1 土木工事：②土木Ⅰ-18～21

2 建築工事：完成時に目視により確認又は検査ができない部分

3 水道工事：完成時に目視により確認又は検査ができない部分

※6  定める

1 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2 予定は、初回報告時に完成月までの予定工程及び予定出来高累計を記入し、工事監督員に提出すること。

3 実績について、当該報告月までの実施工程及び出来高累計を記入し工事監督員に毎月提出すること。
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5.契約後提出書類……

記載事項

■①第7条 提出年月日：提出日

■③第5条

※7
下請契約を締結すること。

■④第24条の7第1項(1)(留意事項) 提出年月日：提出日

■③土木 Ⅰ-11(1-1-1-14)、建築1.3.1、水道1.1.7

■①第34条 宛先：市長

受注者：住所、事業所名

代表者氏名

※押印必要

工事名、請求番号、請求月日

請求金額

■対象（工事、委託共通） 振込先銀行名及び口座名

請負代金額300万円以上かつ工期60日以上 前払金専用口座番号

■①第34条 提出年月日：提出日

■②土木 Ⅰ-9(1-1-1-9)、建築1.1.5、水道1.1.8
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士別市発注工事提出書類

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

国 A3　横

A4版　縦

様式第1号
※8

発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称そ
の他必要な事項の通知を請求することができる。

A4版　横

発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、工事
の一部を下請けに付した場合は、下請け契約金額にかか
わらず、すべての工事について、下請負人選定通知書に
より発注者に提出しなければならない。

国交省様式
※８　　

施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事におい
ては発注者から直接請け負った公共工事を施工するため
に下請け契約を締結したとき生じるものである。

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した
場合、工事施工体制台帳を作成し、工事現場に備えると
ともにその写しを工事監督員を経由して発注者に提出し
なければならない。

任意

受注者は、公共工事の前払い金保証事業に関する法律に
規定する保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期
を保証期限とする保証契約を締結し、その保証書を発注
者に寄託して、請負代金額の10分の4以内（委託10分の

3以内）の前払金の支払いを発注者に請求することがで
きる。

A4版　縦

前金払及び中間
前金払保証証書

北海道建設業
信用保証機関
発行の証書

A4版　縦
前払金使途内訳明細書を添付する。

コリンズ工事
カルテ受領書

一般財団法人
日本建設情報
総合センター
発行登録内容

確認書

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が
500万円以上の工事について工事実績情報システム(コリ

ンズ)に基づき10日以内に登録申請をしなければなら
い。

下請負人
選定通知書

施工体制台帳

前金払及び
※9

中
間前金払請求書



※7 ③第4条(下請け契約の締結)
(1) 契約の当事者は、建設業法第19条の

※10
内容を備えた書面による契約を締結すること。

※8 様式は、市ホームページの事業者向け情報→工事及び業務統一様式からダウンロードできます。

※10 内容（建設業法第19条）

1 工事内容

2 請負代金の額

3 工事着手の時期及び工事完成の時期

4 支払いの時期及び方法

5 変更に係る工期及び請負代金額の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

6 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

7 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

8 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

9 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

10 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期

11 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法

12 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する

定めをするときは、その内容

13 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

14 契約に関する紛争の解決方法

※交通誘導業務については現場の安全確保に直接関わるため下請負契約でありませんが、下請負人選定通知書、施工体制台帳、

施工体系図に記載して下さい。

※9 様式は、市ホームページの事業者向け情報→中間前払金制度の導入についてからダウンロードできます。
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③工事完成通知書等提出書類………

記載事項

■①第31条 提出年月日：提出日

※12
完成時の状況を撮影

着手前と完成を対比

■③第9条1項8号 報告月日：提出日

様式による

■③第9条1項6号 報告月日：提出日

様式による

■③第9条1項6号 報告月日：提出日

様式による

※11 様式は、市ホームページの事業者向け情報→工事及び業務統一様式からダウンロードできます。

※12 完成時の状況

1 完成時の仕上がり状況を撮影し工事完成通知書に添付し提出すること。

2 完成写真と対比できるよう、着手前状況をあらかじめ撮影し添付すること。

3 完成時、埋設されている重要な部分は、段階状況をあらかじめ撮影し添付すること。(一枚）
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士別市発注工事提出書類

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

A4版　縦

A4版　縦

工事完成
通知書

士別市建設
※11 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通

知しなければならない。

完成写真
任意

■完成時状況を確認するため、市は提出を義務付けてい
る。

建設業退職金共
済証紙使用状況

報告書

様式第4号
※11

元請負人は、当該下請負人に対し必要となる証紙を、現
物により交付するものとする。ただし、下請負代金中に
共済掛金相当額を算入した場合は、建設業退職共済証紙
使用状況報告書にその旨を明記すること。

A4版　縦

建退共証紙
貼付調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【元請分】

様式第3号
※11 元請負人は、証紙ちょう付実績について、建退共証紙貼

付調書(様式第3号)を工事完成届と併せて発注者に提出
すること。A4版　横

建退共証紙
貼付調書　　　　　　　　　　　　　　　

【下請負人毎】

様式第3号
※11 元請負人は、証紙ちょう付実績について、建退共証紙貼

付調書(様式第3号)を工事完成届と併せて発注者に提出
すること。A4版　横



④工事完成検査時提出書類………………

記載事項

■3.着工前提出書類

■4.各工種施工前及び施工途中提出書類

■②Ⅰ-61(1-2-2-1)、建築1.4.2、水道2.1.2

■②Ⅰ-61(1-2-2-1)、建築1.4.4

■②Ⅰ-61(1-2-2-1)、建築1.4.5

■②建築1.4.3、水道2.1.6

■土木Ⅰ-22(1-1-1-24)、建築1.7.1、水道付3

■土木Ⅱ-6(1-8)、水道付2

■土木Ⅰ-15(1-1-1-22)、建築1.3.8、水道1.4.8 「再生資源利用実施書」
「再生資源利用促進実施書」

マニフェスト伝票の写しを検定時に添付する。
（原本は請負者保管とする。）
■土木Ⅰ-24(1-1-1-32)、建築1.3.7、水道1.2

■②土木Ⅰ-40(1-1-1-47) 検査内容、検査方法

検査結果、検査員所見等

検査月日

㊞検査員職氏名 押印

検査状況写真貼付

※13 様式は、市ホームページの事業者向け情報→工事及び業務統一様式からダウンロードできます。
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士別市発注工事提出書類

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

A4　縦

施工計画書

任意 監督員に提出済みの施工計画書に変更又は修正を行った
部分を追加しすること。

A4　縦

履行報告
任意

監督員に既に提出済みの履行報告原本を提出。

資材使用願

提出元・任意 受注者は、設計図書において見本又は品質を証明する資
料を事前に提出することと指定された工事材料につい
て、工事監督員にこれを提出しなければならない。

A4

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する試験結
果表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を
受注者の責任において整備、保管し、工事監督員又は検
査員の請求があった場合は、速やかに提出するととも
に、検査時に提出しなければならない。

A4

受注者は、設計図書において試験を行うこととしている
工事材料について、JIS又は設計図書に定める方法によ
り、試験を実施しその結果を工事監督員に提出しなけれ
ばならない。

搬入資材
検収簿

任意 材料の搬入ごとに、監督員に報告する。ただし、あらか
じめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

A4

設計図書

・受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を
実施しなければならない。

・受注者は、出来形数量を算出し、その結果を工事監督
員に提出しなければならない。

原図

・受注者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って、
出来形図を作成し、工事監督員に提出しなければならな
い。

工事写真 A4
受注者は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及
び工事完成後明視出来ない箇所の、施工状況、出来形寸
法、品質管理状況等を撮影し、監督員に提出しなければ
ならない。

法・定型
受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」等を遵守し
て、建設廃棄物の発生抑制、再生利用の促進及び再生骨
材の活用を図らなければならない。

安全訓練
実施報告

任意 実施状況を記録した資料を整備・保管し、工事監督員の
請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に
提出しなければならない。

A4　縦

請負工事社内検
査実施結果報告

書

※13 受注者は、主要な施工の段階の区切り、さらには工事の
重要な部分で工事完成後に手直し又は検査が困難になる
箇所、表1-1に示す段階確認一覧表の内容について、自
主的に社内検査を行わなければならない。また、工事の
完成時、自主的に社内検査を行わなければならない。A4版　縦

資材試験
成績表

提出元・任意

出来形図
出来形測定

調書

建設副産物
処理報告



④工事完成検査時提出書類………………

記載事項

■土木Ⅰ-17(1-1-1-23)、建築1.5.4 段階確認願
工事施工協議簿
いずれも北海道土木様式

宛先：市長
保証期間開始日：引き渡し日

宛先：市長

その他については監督員と協議すること。

※14 様式は、市ホームページの事業者向け情報→工事及び業務統一様式からダウンロードできます。

■ 規格

日本工業規格　JIS
日本農林規格　JAS
日本水道協会規格　JWWA

■ 主要資材（搬入資材検収簿）

1 建築工事

杭、切込砂利、生コンクリート、鉄筋、コンクリート二次製品、鉄骨、木材、外装タイル、屋根材

2 土木工事

杭、路盤砂利、生コンクリート、鉄筋、コンクリート二次製品、塩ビ管類、アスファルト合材

3 水道工事

管材、継手類、基礎砂利、仕切弁類、アスファルト類

4 個別浄化槽設置工事

浄化槽本体、購入土、基礎砂利、生コンクリート、鉄筋、コンクリート管(柱)

5 電気設備工事

分電盤、制御盤、端子盤等、キュービクル、受変電設備、発電機、直流電源装置、電柱、放送、視聴覚装置

火災報知設備受信盤、複合機、電話交換機

6 機械設備工事

ボイラー、放熱器、熱交換器、空気調和設備装置、送排風機、ポンプ類、オイルタンク、受水槽、浄化槽

自動制御盤、鉄筋、生コンクリート

■
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士別市発注工事提出書類

種　　別 様　式 根　　　　　　拠

A4　縦

段階確認

※14 受注者は、表1-1に示す確認時期においては、段階確認
を受けなければならない。また、契約図書において工事
監督員の確認後施工するものと指定された事項において
も同様とすること。A4版　縦

保証書 任意

取扱説明書 任意

鍵引渡書
任意

その他

   ここに示した提出書類一覧は、士別市が発注する主に土木、上下水道、建築関連工事で必要となる一般的な種類で
あり、発注条件によって現場単位で検討が必要となる場合がありますので、工事着手前、施工中、完成の時期に工事
監督員と協議を行い必要書類の作成を行うこと。


